
卒業後に、八戸市内で保育士として就労を目指す学生の皆さんへ 

「八戸市未来の保育士応援奨学金」  のご案内 

 

 

指定保育士養成施設を卒業後に、市内の保育所等（※）に保育士として勤務する意思のあ

る方を対象に、修学費用を貸与します。（無利子） 

また、卒業後１年以内に市内の保育所等に保育士として就職し、引き続き５年間以上  

勤務した場合には、借り受けた修学資金の返還を全額免除します。 

※ 保育所等には認可外や幼稚園は含みません。ただし、名称が「○○幼稚園」の認定   

こども園は保育所等に含まれます。 
 

【制度の概要】 

（※１）１月当たりの所定労働日数２0日以上、１日当たりの所定労働時間６時間以上 

（※２）上記の免除要件に当てはまらない場合（市外の保育所等への就職、５年間に満たずに保育士を

退職など）は、奨学金を返還いただきます。申し込みにあたっては、卒業後確実に市内の保育所

等に就職し、５年以上勤務できるか、十分に検討してください。 
 

申 込 方 法 
必要書類（※３）を下記の申込先までご提出ください。 

書類選考により貸与者を決定します。 

申 込 期 限 令和６年６月１７日（月）～令和６年７月３１日（水）（※４） 

募 集 人 員 ８名以内（八戸市外の保育士養成施設は最大２名までを含む） 

（※３）必要書類は、八戸市ホームページ、こども未来課窓口、八戸市内の保育士養成施設にて    

令和６年５月下旬に配布を開始します。 

（※４）先着順ではありません。 

詳細については、八戸市ホームページ（トップ＞子育て・学校＞学校＞八戸市の奨学金＞八戸

市未来の保育士応援奨学金）をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせください。 

貸与額及び利息 月額４万円（無利子） 

貸 与 期 間 貸与決定年度の４月から卒業する月まで（24か月を上限） 

貸 与 時 期 
１回目（４月～９月分）：10月下旬 

２回目（10月～３月分）：4月下旬（2年生は 3月下旬） 

返 還 免 除 

卒業後１年以内に、市内の保育所等に常勤（※１）の保育

士として就職し、５年間（※２）従事した場合には、返還

を全額免除します。 

＊申込先   〒０３１－８６８６  青森県八戸市内丸一丁目１番１号 

   八戸市 こども健康部 こども未来課（市庁別館２階）企画グループ 

未来の保育士応援奨学金 係 

電話：０１７８－４３－２１６７  メール：kodomo@city.hachinohe.aomori.jp 


